
○ニセコ町幼児センターの設置及び管理に関する条例（案） 

平成１８年９月２５日条例第２１号 

改正 

平成２１年３月１９日条例第１１号 

平成２３年９月２０日条例第１４号 

平成２４年４月２３日条例第１９号 

平成２６年９月２２日条例第１６号 

平成２７年１２月１７日条例第１７号 

平成２８年１２月２０日条例第２５号 

平成２９年４月７日条例第８号 

令和元年９月１８日条例第２１号 

令和２年３月１８日条例第１０号 

ニセコ町幼児センターの設置及び管理に関する条例 

 

（設置） 

第１条　ニセコ町において就学前のこどもが健やかに成長する環境をつくるため、幼稚園

及び保育所の運営と家庭における子育ての支援を一体的に推進する施設として、学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）の規定に基づくニセコ町立幼稚園（以下「短時間型」

という。）、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定に基づくニセコ町立保育

所（以下「長時間型」という。）及び家庭の子育てを支援するニセコ町地域子育て支援

センター（以下「支援センター」という。）を包含するニセコ町幼児センター（以下

「幼児センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条　幼児センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

（定員） 

第３条　幼児センターの定員は、次のとおりとする。 

(1)　短時間型　４５人 

 
名称 位置

 
ニセコ町幼児センター ニセコ町字富士見１７番地外



(2)　長時間型　１３５人 

（入園資格） 

第４条　幼児センターに入園できる者の資格は、次に掲げるとおりとする。 

(1)　短時間型　満３歳以上（当該年度の４月１日現在の年齢をいう。以下同じ。）の

幼児 

(2)　長時間型　保育を必要とする満６か月から小学校就学前までの乳幼児 

（子育て支援事業） 

第５条　支援センターは、乳幼児及び保護者に対し、子育て支援に関する事業を実施する。 

（入園手続） 

第６条　保護者は、その保護する乳幼児の入園を希望するときは、町長に申し込むものと

する。 

２　前項の申込み及びこれに対する承諾その他の入園手続に関する事項は、規則で定める。 

（保育料等） 

第７条　前条第２項の規定による入園の承諾を受けた乳幼児の保護者は、次の各号に定め

る保育料、預かり保育料、一時保育料、休日保育料又は乳児等通園支援保育料（以下

「保育料等」という。）を納入しなければならない。 

(1)　保育料　長時間型の保育に係る保育料の額は、ニセコ町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例（平成２７年ニセコ町条例第１９号。

以下「利用者負担額条例」という。）に定める額とする。 

(2)　預かり保育料　短時間型の教育課程時間外に保育を実施する預かり保育に係る保

育料の額は、１日当たり５００円とする。 

(3)　一時保育料　家庭の事情等により一時的に保育を必要とするときに実施する一時

保育に係る保育料の額は、半日当たり１，０００円とする。 

(4)　休日保育料　休日（別に規則で定める日）に保護者の就労又は緊急の事情等で保

育を必要とするときに実施する休日保育に係る保育料の額は、１時間当たり３００円

とする。 

(5)　幼児センター給食費　満３歳以上児に限り主食費として１人当たり月額１，００

０円とし、副食費については、１人当たり短時間型月額３，９００円、長時間型月額

４，５００円とする。ただし、ニセコ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例（平成２６年



ニセコ町条例第１８号）第１３条第４項第３号イ若しくはロ又はニセコ町幼児センタ

ー第３子以降給食費免除実施要綱（令和元年教育委員会訓令第６号）に該当する場合、

副食費については、この限りでない。 

(6)　乳児等通園支援保育料　乳児等通園支援事業に係る保育料の額は、１時間当たり

３００円とする。 

（納付及び徴収方法） 

第８条　保育料等の納付方法及び徴収の方法は、規則で定める。 

（保育料等の減免） 

第９条　町長は、保護者等が疾病、災害その他により生活が著しく困窮しているとき、そ

の他必要があると認めるときは、保育料等を減免することができる。 

（職員） 

第１０条　幼児センターには、別に定める職員を置く。 

（委任） 

第１１条　この条例で定めるもののほか、幼児センターの管理運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

（ニセコ町立保育所設置条例等の廃止） 

２　次に掲げる条例は、廃止する。 

(1)　ニセコ町立保育所設置条例（昭和４７年ニセコ町条例第１２号） 

(2)　ニセコ町立幼稚園設置条例（昭和５９年ニセコ町条例第１５号） 

(3)　ニセコ町立幼稚園保育料徴収条例（昭和５９年ニセコ町条例第２０号） 

（経過措置） 

３　この条例の施行の際現にニセコ町立幼稚園に入園の許可又はニセコ町立保育所に入所

の承諾を受けている者は、第７条の入園手続きにより幼児センターへの入園を承諾され

た者とみなす。 

（ニセコ町学校給食センター設置条例の一部改正） 

４　ニセコ町学校給食センター設置条例（昭和４６年ニセコ町条例第２１号）の一部を次

のとおり改正する。 



第１条中「、ニセコ中学校、ニセコ高等学校及びニセコ幼稚園」を「、ニセコ中学校

及びニセコ高等学校」に改める。 

附　則（平成２１年３月１９日条例第１１号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附　則（平成２３年９月２０日条例第１４号） 

この条例は、平成２３年１０月１日から施行する。 

附　則（平成２４年４月２３日条例第１９号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附　則（平成２６年９月２２日条例第１６号） 

この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附　則（平成２７年１２月１７日条例第１７号） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（過年度分の保育料等に関する経過措置） 

２　改正後の第７条及び第９条の規定は、平成２８年度以後の年度分の保育料等について

適用し、平成２７年度分までの保育料等については、なお従前の例による。 

（子ども３人以上世帯における保育料等の経過措置） 

３　この条例の施行の日から平成２９年３月３１日までの間、１８歳未満の子ども（１８

歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者を含む。以下同じ。）が３人以

上の世帯のうち、利用者負担額条例別表２の規定における階層区分が第５階層以上で、

この条例の施行の日前のニセコ町幼児センターの設置及び管理に関する条例別表の規定

における階層区分と比べて２階層以上高くなる世帯については、次の各号に定める額を

当該世帯の市町村民税所得割課税額から控除した額をもって保育料等を算定するものと

する。 

(1)　地方税法第２９２条第１項第８号に規定する扶養親族のうち、年齢が１６歳未満

の子どもを有する世帯　当該扶養親族の人数１人につき１９，８００円 

(2)　地方税法第２９２条第１項第８号に規定する扶養親族のうち、年齢が１６歳以上

１８歳未満の子どもを有する世帯　当該扶養親族の人数１人につき７，２００円 

附　則（平成２８年１２月２０日条例第２５号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 



附　則（平成２９年４月７日条例第８号） 

（施行期日） 

１　この条例は、公布の日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

（子ども３人以上世帯における保育料等の経過措置の特例） 

２　平成２８年度において、ニセコ町幼児センターの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例（平成２７年ニセコ町条例第１７号。以下「改正前の条例」という。）附

則第３項の規定に該当した世帯における平成２９年４月１日に在籍している子どもにつ

いて、平成２９年度以降の保育料等の算定は、３歳以上の子どもに限り、改正前の条例

附則第３項の規定を適用する。 

附　則（令和元年９月１８日条例第２１号） 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

附　則（令和２年３月１８日条例第１０号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。


